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予 定 排 水 区 域 及 び 放 流 箇 所 調 書 

処理区域の面積 
１２２３ 

１２６４ヘクタール 
処理区域内の地名 

富 士 見 市 

区域は下水道計画一般図表示のとおり 

 

処理分区の名称 
面積 

（ｈａ） 
流域下水道との

接続箇所の番号 

流域下水道との   

接続箇所の位置 

接続する流域   

下水道の幹線名 
摘  要  

新河岸第 12-2-1 

処 理 分 区 

２２５ 

２２６ 
新河岸川第 12 大字勝瀬字反町 

荒川右岸流域下水道 

 

新 河 岸 川 幹 線 

日平均  7,420  ／日 

日平均  7,180  ／日 

 

ＢＯＤ        187ppm 

 

ＳＳ          145ppm 

新河岸第 12-2-2 

処 理 分 区 
９ 

２８ 
新河岸川第 12-1 大字勝瀬字反町 

荒川右岸流域下水道 

 

新 河 岸 川 幹 線 

日平均     20  ／日 

日平均      60  ／日 

 

ＢＯＤ        187ppm 

ＢＯＤ        170ppm 

 

ＳＳ          145ppm 

ＳＳ          128ppm 

新河岸第１３ 

処 理 分 区 
１２ 

１４ 
新河岸川第 13 大字鶴馬字畑下 

荒川右岸流域下水道 

 

新 河 岸 川 幹 線 

日平均     40  ／日 

 

ＢＯＤ        187ppm 

ＢＯＤ        212ppm 

 

ＳＳ          145ppm 

ＳＳ          170ppm 

新河岸第１４ 

処 理 分 区 
２１６ 

２２５ 
新河岸川第 14 大字下南字路道 

荒川右岸流域下水道 

 

新 河 岸 川 幹 線 

日平均  1,000  ／日 

日平均  1,030  ／日 

 

 

ＢＯＤ        186ppm 

 

ＳＳ          143ppm 

ＳＳ          144ppm 

新河岸第 16-1-1 

処 理 分 区 
３４ 新河岸川第 16-1 志木市上宗岡三丁目 

荒川右岸流域下水道 

 

新 河 岸 川 幹 線 

日平均    90  ／日 

日平均    100  ／日 

 

ＢＯＤ        187ppm 

 

ＳＳ          145ppm 

砂川堀第 3-2 

処 理 分 区 
７８ 砂川堀第３ 大字勝瀬字市街道 

荒川右岸流域下水道 

 

砂  川  堀  幹  線 

日平均  4,030  ／日 

日平均  3,980  ／日 

 

ＢＯＤ        187ppm 

 

ＳＳ          145ppm 

砂川堀第 4-2 

処 理 分 区 
５８ 砂川堀第４ 大字勝瀬字柳合 

荒川右岸流域下水道 

 

砂  川  堀  幹  線 

日平均    500  ／日 

 

ＢＯＤ        187ppm 

 

ＳＳ          145ppm 
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予 定 排 水 区 域 及 び 放 流 箇 所 調 書 

処理分区の名称 
面積 

（ｈａ） 
流域下水道との

接続箇所の番号 

流域下水道との   

接続箇所の位置 

接続する流域   

下水道の幹線名 
摘  要  

江 川 第 ２ 

処 理 分 区 
５５ 江 川 第 ２ 大字鶴馬字名志久保 

荒川右岸流域下水道 

 

江 川 幹 線 

日平均   2,280  ／日 

日平均   2,260  ／日 

 

ＢＯＤ        187ppm 

ＢＯＤ        186ppm 

 

ＳＳ          145ppm 

江 川 第 ３ 

処 理 分 区 
５１ 江 川 第 ３ 鶴 馬 一 丁 目 

荒川右岸流域下水道 

 

江 川 幹 線 

日平均   2,760  ／日 

日平均   2,720  ／日 

 

ＢＯＤ        187ppm 

ＢＯＤ        188ppm 

 

ＳＳ          145ppm 

ＳＳ          146ppm 

江 川 第 ４ 

処 理 分 区 

３０９ 

３１７ 
江 川 第 ４ 大字鶴馬字出口 

荒川右岸流域下水道 

 

江 川 幹 線 

日平均  11,590  ／日 

日平均  10,990  ／日 

 

ＢＯＤ        187ppm 

 

ＳＳ          145ppm 

柳瀬川第８ 

処 理 分 区 

４９ 

５１ 
柳瀬川第８ 大字針ヶ谷字中通 

荒川右岸流域下水道 

 

柳 瀬 川 幹 線 

日平均   1,870  ／日 

日平均   1,860  ／日 

 

ＢＯＤ        188ppm 

ＢＯＤ        187ppm 

 

ＳＳ          145ppm 

柳瀬川第９ 

処 理 分 区 
８４ 柳瀬川第９ 大字水子字岡の坂 

荒川右岸流域下水道 

 

柳 瀬 川 幹 線 

日平均   1,760  ／日 

日平均   1,750  ／日 

 

ＢＯＤ        187ppm 

 

ＳＳ          145ppm 

柳瀬川第 10-1 

処 理 分 区 
４３ 柳瀬川第１０ 大字水子字北袋 

荒川右岸流域下水道 

 

柳 瀬 川 幹 線 

日平均   2,800  ／日 

日平均   2,830  ／日 

 

ＢＯＤ        170ppm 

ＢＯＤ        171ppm 

 

ＳＳ          204ppm 
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予 定 排 水 区 域 及 び 放 流 箇 所 調 書

富 士 見 市

区域は下水道計画一般図表示のとおり排 水 区 域 の 面 積 ５７５ヘクタール 排水区域内の地名

面 積 主 要 な

排 水 区 の 名 称 (ｈａ) 吐口の番号 放 流 箇 所 の 位 置 放 流 先 の 名 称 摘 要

江川左岸第一排水区 ４ 関 沢 二 丁 目 富 士 見 江 川

江川左岸第二排水区 １３ 関 沢 二 丁 目 富 士 見 江 川

江川左岸第三排水区 １ 関 沢 二 丁 目 富 士 見 江 川

江川左岸第四排水区 ４ 関 沢 一 丁 目 富 士 見 江 川

江川左岸第五排水区 １１ 鶴 馬 二 丁 目 富 士 見 江 川

江川左岸第六排水区 ３ 鶴 馬 二 丁 目 富 士 見 江 川

江川左岸第七排水区 １３４ Ｎｏ.１ 大 字 鶴 馬 字 前 谷 富 士 見 江 川

江川右岸第一排水区 ６ 関 沢 三 丁 目 富 士 見 江 川

江川右岸第二排水区 ４ 関 沢 三 丁 目 富 士 見 江 川

江川右岸第三排水区 ６ 関 沢 三 丁 目 富 士 見 江 川

江川右岸第四排水区 ４２ Ｎｏ.２ 関 沢 三 丁 目 富 士 見 江 川

江川右岸第五排水区 ７ 鶴 馬 二 丁 目 富 士 見 江 川

江川右岸第六排水区 ３ 鶴 馬 三 丁 目 富 士 見 江 川

江川右岸第七排水区 ４ 鶴 馬 三 丁 目 富 士 見 江 川

江川右岸第八排水区 ２ 鶴 馬 三 丁 目 富 士 見 江 川

江川右岸第九排水区 ３ 大 字 鶴 馬 字 前 谷 富 士 見 江 川
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予 定 排 水 区 域 及 び 放 流 箇 所 調 書

面 積 主 要 な

排 水 区 の 名 称 (ｈａ) 吐口の番号 放 流 箇 所 の 位 置 放 流 先 の 名 称 摘 要

江川右岸第十排水区 ２ 大 字 水 子 字 山 崎 富 士 見 江 川

江川右岸第十一排水区 ８１ Ｎｏ.４ 大字水子字山崎前 富 士 見 江 川

柳瀬川第一排水区 ４５ Ｎｏ.５ 大字水子字別所前 柳 瀬 川

新河岸川第一排水区 ２３ Ｎｏ.８ 大 字 鶴 馬 字 内 谷 新 河 岸 川

新河岸川第二排水区 ３４ Ｎｏ.６ 大字下南畑字下ノ谷 新 河 岸 川

新河岸川第五排水区 ７１ Ｎｏ.７ 水 谷 東 三 丁 目 新 河 岸 川

砂川堀左岸第三排水区 ７３ Ｎｏ.３ 大 字 勝 瀬 字 道 京 砂川堀第２雨水幹線
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吐  口  調  書 

排水区域

の名称 

主 要 な 

吐口の種類 

主 要 な 

吐口の番号 

主 要 な 

吐口の位置 

計画放流量 

（ ／sec） 

放 流 先 

の 名 称 

放流先 

の水位 
摘 要 

江川左岸第

七 排 水 区 

分 流 式      

雨 水 暗 渠 
ＮＯ，１ 

大 字 鶴 馬    

字 前 谷 
19.9 富士見江川 

 
 

江川右岸第

四 排 水 区 

分 流 式      

雨 水 開 渠 
ＮＯ，２ 

関 沢      

三 丁 目 
58.7 富士見江川 

 
 

砂川堀左岸

第三排水区 

分 流 式      

雨 水 暗 渠 
ＮＯ，３ 

大 字 勝 瀬     

字 道 京 
19.2 

砂川堀第２

雨 水 幹 線 

 
 

江川右岸第

十一排水区 

分 流 式      

雨 水 開 渠 
ＮＯ，４ 

大 字 水 子    

字 山 崎 前 
9.9 富士見江川 

 点検の方法：動作確認 

頻度：１年に２回以上 

柳瀬川第一

排 水 区 

分 流 式      

雨 水 開 渠 
ＮＯ，５ 

大 字 水 子   

字 別 所 前 
8.3 柳 瀬 川 

 点検の方法：動作確認 

頻度：１年に１回以上 

新河岸川第

一 排 水 区 

分 流 式      

雨 水 暗 渠 
ＮＯ，８ 

大 字 鶴 馬    

字 内 谷 
13.5 新 河 岸 川 

 
 

新河岸川第

二 排 水 区 

分 流 式      

雨 水 暗 渠 
ＮＯ，６ 

大 字 下 南 畑    

字 下 ノ 谷 
7.4 新 河 岸 川 

 
 

新河岸川第

五 排 水 区 

分 流 式      

雨 水 暗 渠 
ＮＯ，７ 

水 谷 東     

三 丁 目 
15.2 新 河 岸 川 AP+7.830m 

点検の方法：動作確認 

頻度：１年に 12回以上 
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新河岸第１３処理分区

新河岸第１４処理分区

新河岸第16-1-1処理分区

  小　 　計 370

  小　 　計 5,300 １箇所

 ◎２００ 370

管　渠　調　書

処理区の名称 主要な管渠の内のり寸法
（単位　ミリメートル）

延　　長
（単位　メートル）

点検箇所の数 摘　　　要

 ◎２５０ 670

 ◎３００ 1,210

新河岸第12-2-1処理分区

 ◎３５０ 1,560

 ◎４００ 580

 ◎４５０ 400

 ◎６００ 210

 ◎７００ 30

 ◎８００ 40

  小 　　計 4,700

 ◎２００ 20
130

  小　　 計 20

 ◎２５０ 80

  小　　 計 80

 ◎２００ 1,280

方法：マンホール内の目視、若しくは管口
テレビカメラを用いる方法。
頻度：５年に１回以上
追加理由：マンホールポンプ放流管下流で
腐食の危険性が高い
路線番号 204番

 ◎２５０ 1,810 １箇所

 ◎３００ 620

 ◎３５０ 680

 ◎５００ 430

 ◎４５０ 210

130
新河岸第12-2-2処理分区

 ◎６００ 270
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江川第３処理分区

砂川堀第3-2処理分区

江川第２処理分区

処理区の名称

砂川堀第4-2処理分区

  小　 　計 940 １箇所

 ◎４５０ 530

 ◎４００ 160

 ◎３５０ 90

方法：マンホール内の目視、若しくは管口
テレビカメラを用いる方法。
頻度：５年に１回以上
追加理由：圧送管放流箇所で腐食の危険性
が高い
路線番号 226番

 ◎３００ 160 １箇所

  小　　 計 930

 ◎５００ 120

 ◎４５０ 290

 ◎４００ 420

 ◎３５０ 10

 ◎２００ 90

  小 　　計 1,310 １箇所

 ◎８００ 1,130

 ◎３００ 110

方法：マンホール内の目視、若しくは管口
テレビカメラを用いる方法。
頻度：５年に１回以上
追加理由：圧送管放流箇所で腐食の危険性
が高い
路線番号 155番

 ◎２５０ 70 １箇所

  小 　　計 1,030

 ◎５００ 140

 ◎４５０ 370

 ◎４００ 480

 ◎３５０ 40

管　渠　調　書

主要な管渠の内のり寸法
（単位　ミリメートル）

延　　長
（単位　メートル）

点検箇所の数 摘　　　要



（第４表の１）

江川第4処理分区

柳瀬第８処理分区

柳瀬第９処理分区

柳瀬第10-1処理分区

  小　　 計 860

 ◎６００ 60

 ◎５００ 440

 ◎４５０ 110

 ◎４００ 170

 ◎３５０ 80

  小 　　計 1,520 １箇所

 ◎６００ 10

 ◎４５０ 40

 ◎３５０ 430

方法：マンホール内の目視、若しくは管口
テレビカメラを用いる方法。
頻度：５年に１回以上
追加理由：汚水管の合流点であり、マン
ホールポンプ場で腐食の危険性が高い
路線番号 既38番

 ◎３００ 510 １箇所

 ◎２５０ 230

 ◎２００ 300

  小 　　計 340

 ◎３５０ 50

 ◎２５０ 290

  小 　　計 5,150

 ◎８００ 2,300

 ◎５００ 20

 ◎４５０ 220

 ◎４００ 1,280

 ◎３５０ 490

 ◎３００ 160

総　　　計 22,550 ４箇所

処理区の名称 主要な管渠の内のり寸法
（単位　ミリメートル）

延　　長
（単位　メートル）

点検箇所の数 摘　　　要

 ◎２５０ 680

22,660

管　渠　調　書
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◎１８００ 160

小　　　計 1,750

江川右岸第十一排水区

◎１３５０ 140

◎１５００ 290

管　渠　調　書

処理区の名称 主要な管渠の内のり寸法
（単位　ミリメートル）

延　　長
（単位　メートル）

点検箇所の数 摘　　　要

砂川堀左岸第三排水区

◎３５０ 10

◎１５００ 30

30

小　　　計 70

江川左岸第七排水区

   １８００×２０００ 650

◎２２００ 220

◎１６５０

小　　　計 3,510

◎１６５０

□３６００×２５００ 400

20

□１２００×１２００ 190

□３０００×２４００ 70

□１５００×１５００ 320

1,150

   ３０００×２４００ 660

□１７００×１７００ 30

□１８００×２０００

◎２０００ 270

  　・ ４２００

□２０００×１８００ 310

小　　　計 910

◎２０００ 200

江川右岸第四排水区

□３５００×２５００ 80

□３８００×２５００ 350

80

３１００×１８００ 580

□３７００×２５００
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小　　　計 1,210

□２６００×２７００ 50

□１７００×１７００ 150

□２５００×２５００ 40

   ２６００×３１００ 160

□１４００×１４００ 70

   ２６００×２８００ 190

   ２６００×２９００ 180

   ２６００×２６００ 110

   ２６００×２７００ 100

管　渠　調　書

摘　　　要

柳瀬川第一排水区

◎１３５０ 20

250

140

◎１３５０ 80

◎１２００ 40

   ２４００×２４００

   １６００×１６００ 210

小　　　計 1,300

□１５００×１０００ 40

◎１５００

新河岸川第一排水区

   ２７００×１８００

   １８００×１８００ 410

□１５００×１５００ 130

処理区の名称 主要な管渠の内のり寸法
（単位　ミリメートル）

延　　長
（単位　メートル）

点検箇所の数

140
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８５００×１５００ 530

新河岸川第五排水区

　 ・ ９４００

□４３００×１５００ 40

□５０００×１７００ 50

□２２００×１７００ 230

□３５００×１７００ 110

□１８００×１８００ 360

□１９００×１９００ 540

□１６００×１６００ 190

小　　　計 1,630

◎１５００ 270

新河岸川第二排水区

◎１８００ 460

◎２０００ 90

   １４００×１４００ 250

   １５００×１５００ 130

   １６００×１６００ 120

   １７００×１７００ 70

□１４００×１４００ 120

管　渠　調　書

処理区の名称 主要な管渠の内のり寸法
（単位　ミリメートル）

延　　長
（単位　メートル）

点検箇所の数

小　　　計 2,630

総　　　計 13,010

摘　　　要

□１４００×１４００ 40

□１５００×１５００ 120

450□１５００×１５００

□３０００×３０００ 70

□２０００×２０００ 20



 

（第６表の１） 

ポ ン プ 施 設 調 書 

ポンプ施設の名称 処理区分の名称 ポンプ施設の位置 
敷 地 面 積 

（単位 ｱｰﾙ） 

1 分間の揚水量 

雨 天 時 最 大 
摘  用 

別所雨水ポンプ場 新河岸川第五排水区 水谷東三丁目 ２８．６６ 198.0  ／min 雨  水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（第６表の２） 

ポ ン プ 施 設 の 敷 地 内 の 主 要 な 施 設 

ポンプ施設の名称 主要な施設の名称 数 構   造 能    力 摘 用 

別所雨水ポンプ場 

流入ゲート 1 台 
鋼板製 

電動角形ゲート 
W1400×H2100×2.2kw  

粗目スクリーン ２台 SUS 製目巾 150 ㎜   

細目自動除塵機 ２台 

前面掻揚背面降下式

目巾 50 ㎜ 

×取付角 70° 

W3000×H3760×2.2kw  

雨水ポンプ 

 

 

 

 

 

遮水ゲート 

２台 

 

 

１台 

 

 

１台 

水中渦巻斜流ポンプ 

φ700 

 

 

渦巻式水中ポンプ 

φ800 鋼板製 

 

 

電動角形ゲート 

51  ／min×6m×90kw 

 

 

96  ／min×4.2m×110kw 

 

 

W3000×H3000×3.7kw 

 

自家発電設備 １台 ディーゼルエンジン掛 500KVA×420W 
雨 水   

ポンプ用 

自家発電設備 １台 ディーゼルエンジン掛 75KVA×210V 非 常 時 

電気設備 １台    

建築設備 １棟 鉄筋コンクリート造   
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理　　　　由

　本市の公共下水道は、既認可区域の汚水1,222.6ha(内特環271.1ha)・雨水
575.3haを対象に整備推進中ですが、市街地の汚水整備については現在進行中の区
画整理事業地内を除きほぼ完了しており、普及率は98.6％となっております。

　さらに、区画整理事業などの遅れにより、当初予定していた事業認可工事完成予
定年度での完了が難しいため、事業期間の延伸を行なうものであります。
　事業計画目標年次については、上位計画である荒川右岸流域下水道の変更年次と
整合をはかり令和４年度（令和5年3月31日）から令和６年度（令和7年3月31日）と
します。

　また、現在まで事業計画区域外として接続していた、中小様々な施設、住宅地等
21.7haを、市の方針としてまとめて整理する事となったため事業計画区域に取り入
れます。

　今回の変更認可は、　富士見市大字鶴馬他地内の工業系の開発計画に伴い19.3ha
を追加します。（開発計画に合わせて新河岸第13処理分区の一部を新河岸第12-2-2
処理分区に変更し、新河岸第12-2-4汚水幹線の一部を廃止します）なお、荒川右岸
流域下水道との整合を図るため、工場排水量の追加をゼロとします。

　流域治水関連法案に関する調書書式の変更も合わせて行います。
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（様式１）施設の設置に関する方針

整備目標
47.5mm/h

整備目標
55.5mm/h (　　　ha) (　　　ha) (　　　ha)

別所雨水
ポンプ場

ポンプ場
（雨水） 100.0% 100.0% 100.0%

(１) (１) (１)

管渠

別所雨水
ポンプ場

揚水機能
が確保さ
れた施設
数（ポン
プ棟）：

１

(０) (１) (１)
５年程度でポンプ
棟の揚水機能を確
保する。

配管室入口に止水
板の設置、地下燃
料タンクレベル計
を密閉型マンホー
ル蓋へ交換

その他

再生利用
汚泥の

合流式
下水道の

改善

高度処理

耐震化 順次、管渠の耐震
化を図るととも
に、災害時に必要
な下水道処理機能
の確保を進める。

耐水化 0.0% 0.0% 100.0%
水
害
時
に
お
け
る
機
能
確
保
率

ポンプ場
（雨水）

災
害
時
に
お
け
る
機
能
確
保
率

69.2% 100.0%

汚水処理

主要な施策
（事業計画に基づ
き今後実施する予
定の事業に関連す
るものを記載）

浸水対策

下水道処理
人口普及率

都
市
浸
水
対
策
達
成
率

　　　% 　　　%

別所雨水幹線整備
事業

　　　%

特定環境保全公共
下水道事業

水害のない生活環
境を確保するた
め、主要雨水幹線
を順次整備する。

平成27年に見直し
た都道府県構想に
基づく汚水処理の
10年概成を目標と
し、人口が多い処
理分区より整備を
実施する。

(275.9ha) (283.34ha)
100.0%

備考

整備水準

現在
（令和４年度

末）

中期目標
（令和６年度末）

長期目標

中期目標を
達成するための

主要な事業指標等

事業の
重点化・効率化

の方針

47.9% 49.3%

99.9% 100.0%98.6%



（様式２）施設の機能の維持に関する方針

ａ）主要な施設に係る主な措置
ⅰ）劣化・損傷を把握するための点検・調査の計画

管渠施設

雨水ポンプ施設 毎年、維持管理業務により点検を実施。
（ポンプ本体）

水処理施設
（送風機本体）

汚泥処理施設
（汚泥脱水機）

ⅱ）診断結果を踏まえた修繕・改築の判断基準

管渠施設 緊急度がⅠのものを修繕・改築対象とする。

雨水ポンプ施設 健全度３から２のものを修繕対象、健全度２以下のものを改築対象とする。
（ポンプ本体）

水処理施設
（送風機本体）

汚泥処理施設
（汚泥脱水機）

ⅲ）改築事業の概要（令和５年度～令和６年度）

管渠施設

雨水ポンプ施設 別所雨水ポンプ場（雨水）のストックマネジメント計画による改築更新
・建築物　　　　　　　　一式
・電気設備　　　　　　　一式

水処理施設
（送風機本体）

汚泥処理施設
（汚泥脱水機）

ｂ）施設の長期的な改築の需要見通し

　今後策定するストックマネジメント更新
計画の中で需要見通しの検討も行う予
定。

同左 同左

主要な施設 点検・調査の頻度

主要な施設 修繕・改築の判断基準

主要な施設 改築事業の概要

施設の重要度等に応じて、概ね５年に一度、目視等点検・調査を実施。

（年当たりの概ねの事業規模の試算）
改築の需要見通し

試算年次 試算の前提条件

今後策定するストックマネジメント更新計画の中で需要見通しの検討を行う
予定


